
平成 27年 12月 

山原治税理士事務所からのお知らせ 

 

 

 

 拝啓 時下ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

 福井県内でもマイナンバー通知カードが着々と届いており、郵便局も配達のピークを迎えているよ

うですが、初回配達完了予定が12月下旬とのことですので、まだ、届いていない方も、焦らずお待ち

下さい。既にマイナンバーがお手元に到着されている方は、とても大切なカードとなりますので、紛

失しないよう保管を徹底するように、従業員の皆様にもご周知いただきますようお願い致します。 

また、事業所宛に届く法人番号については到着している事業所様も多いのではないでしょうか。法

人番号については、インターネットサイトでも公表されおり、誰もが簡単に検索・閲覧できるサービ

スとなっています。もちろん、皆様の事業所の基本３情報（法人番号・商号・所在地）も公表されて

います。詳しくは、「法人番号公表サイト」で検索ください。   

マイナンバーに関する質問等につきましては、何なりと当事務所までご連絡ください。 

敬具 

 

＊年末調整書類の回収について  

12 月に入り、年末調整の時期となりました。従業員様の年末調整書類の準備はお揃いでしょうか。

平成 28年分の扶養控除等申告書には、マイナンバー記載欄がございますが、27年度中に従業員から回

収する年末調整書類には、マイナンバーの記載（本人、扶養とも）は不要でございます。 

師走に入り皆様お忙しい時期となりますが、お早めのご準備にご協力お願い致します。 

 

＊ホームページリニューアルしました（*^_^*）！ 

  当事務所のホームページが 11月 15日よりリニューアルしました。 

相続、起業のサイトも近々アップを予定しております。 

当事務所からのお知らせやブログ更新も行っています。 

明るく楽しいサイトとなっておりますので、ぜひご覧ください。 

 

＊電話に留守番電話機能つきました。 

当事務所へのご連絡につきまして営業時間外（朝 8時半以前、夕方 17時以降、営業日外の日曜・

祝日等）にお電話頂きますと、留守番電話のご案内が流れます。翌営業日の朝一にチェックを行い

ますので、御用の方は伝言を残して下さいますようお願い致します。 

 

＊当事務所の 12月以降の土曜営業と年末年始営業について    

～12月以降の土曜営業～ 

平成 27年 12月第 3・4土曜日（12/19、12/26）午前中のみ、  

平成 28年 1月第 4土曜日（1/23）～ 平成 28年 3月第 2土曜日（3/12） 

の全ての土曜日の午前中のみ営業を行います。 

～年末年始営業～ 

年末の営業は、12月 26日（土曜日）午前まで。 

年始は、1月 5日（火曜日）から営業開始となります。 

近くにおいでに 

なる際は、 

是非ご覧下さい♪ 

事務所１Ｆ入口と 

２Ｆ入口に、 

ウェルカムボード 

を設置しました→ 

 

↑「山原治税理士事務所」で検索ください♪ 

 


